
� � (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
	



�
�
	


�
�
�
�
�
�
�

目

次

告

示

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞

退

(

障
害
福
祉
課)

…

�

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
変
更
の
届
出

(

同

)

…

�

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出

(

同

)

…

�

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

(

人

事

課)

…

�

○
右

同

(

港
湾
空
港
課)

…

�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

三
八
地
域

県

民

局)
…

�

○
右

同

(

下
北
地
域

県

民

局)
…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条

第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
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名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年

月

日

み
ん
ゆ
う
調
剤
薬
局

イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
店

弘
前
市
大
字
駅
前
三
丁
目
二
の
一

平
成
��･

��･

�

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
梵
珠
福
祉

会

青
森
市
浪
岡
大
字

長
沼
字
南
藤
巻
八

四

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
事
業

所
ア
ッ
プ
ル

ハ
ウ
ス
大
釈

迦

青
森
市
浪
岡
大
字

長
沼
字
南
藤
巻
八

四

平
成

��

･

��･

�

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ふ

れ
愛
プ
ラ
ザ

あ
お
ば

八
戸
市
下
長
六
丁

目
一
二
の
一
〇

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

あ
っ
と
ワ
ー

ク

八
戸
市
城
下
一
丁

目
一
二
の
二

〃

�
�
�
�
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称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
八
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成22年10月27日 水曜日 第3307号 �

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

を

行

う

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

Ｃ
Ｈ
・
Ｇ

Ｈ
か
け
は

し

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
松
緑

福
祉
会

上
北
郡
六
ケ

所
村
大
字
出

戸
字
棚
沢
一

三
〇
の
二
三

共
同
生
活

介
護
、
共

同
生
活
援

助

共
同
生
活

介
護
・
援

助
事
業
所

か
け
は
し

上
北
郡
六
ケ

所
村
大
字
尾

駮
字
猿
子
沢

二
の
一
三
五

平
成

��

･

��･

�

変
更
前

か
け
は
し

寮

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
松
緑

福
祉
会

上
北
郡
六
ケ

所
村
大
字
出

戸
字
棚
沢
一

三
〇
の
二
三

短
期
入
所

障
害
者
支

援
施
設
か

け
は
し
寮

上
北
郡
六
ケ

所
村
大
字
出

戸
字
棚
沢
一

三
〇
の
二
三

〃

変
更
前

青
森
市
小
柳

一
丁
目
一
七

の
一
八

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
明
恵

会

青
森
市
小
柳

一
丁
目
一
七

の
一
八

居
宅
介
護
、

重
度
訪
問

介
護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ふ
れ

あ
い

青
森
市
浜
館

四
丁
目
一
一

の
二
一
ミ
カ

サ
Ｂ
二
〇
一

〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
松
緑
福
祉

会

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
出
戸
字
棚
沢

一
三
〇
の
二
三

知
的
障
害

者
更
生
施

設

か
け
は
し
寮

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
出
戸
字
棚
沢

一
三
〇
の
二
三

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
千
年
会

弘
前
市
大
字
原
ヶ

平
字
山
中
三
九
の

一

身
体
障
害

者
療
護
施

設

身
体
障
害
者

療
護
施
設
千

年
園

弘
前
市
大
字
原
ヶ

平
字
山
中
三
九
の

一

〃

社
会
福
祉
法

人
千
年
会

弘
前
市
大
字
原
ヶ

平
字
山
中
三
九
の

一

短
期
入
所

身
体
障
害
者

療
護
施
設
千

年
園

弘
前
市
大
字
原
ヶ

平
字
山
中
三
九
の

一

〃

社
会
福
祉
法

人
千
年
会

弘
前
市
大
字
原
ヶ

平
字
山
中
三
九
の

一

身
体
障
害

者
療
護
施

設

(

通
所

事
業)

身
体
障
害
者

療
護
施
設
千

年
園

弘
前
市
大
字
原
ヶ

平
字
山
中
三
九
の

一

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
サ

ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
外
久
保
三
一

の
二
三

児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
一
一

九
の
三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
サ

ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
外
久
保
三
一

の
二
三

生
活
介
護

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
一
一

九
の
三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
サ

ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
外
久
保
三
一

の
二
三

共
同
生
活

援
助

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
一
一

九
の
三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
サ

ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
外
久
保
三
一

の
二
三

相
談
支
援

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
一
一

九
の
三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
サ

ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
外
久
保
三
一

の
二
三

生
活
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

さ
ん
ぽ

八
戸
市
城
下
一
丁

目
一
二
の
二

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
サ

ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
外
久
保
三
一

の
二
三

児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

療
育
セ
ン
タ

ー
い
〜
は
と

〜
ぶ

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
一
一

七
の
一

〃
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公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
統
合
庶
務
シ
ス
テ
ム
機
器
等
賃
貸
借

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
人
事
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
四
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

富
士
電
機
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
一
一
の
二

六

契
約
金
額

二
千
九
百
九
十
三
万
七
千
六
百
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
二
年
八
月
六
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

空
港
用
化
学
消
防
車

一
台

(

下
取
一
台)

二

調
達
方
法

交
換

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

五

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

六

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

有
限
会
社
丸
栄
消
機

青
森
市
栄
町
一
丁
目
一
二
の
一

七

契
約
金
額

二
億
五
千
七
百
七
十
九
万
六
千
円

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
等
に
要
求
さ
れ
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
交
換
差
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
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特
定
非
営
利

活
動
法
人
サ

ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
外
久
保
三
一

の
二
三

児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
み
ら

い

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
村
二
〇
の

二

〃

� �
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な
入
札
を
行
っ
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
二
年
八
月
十
六
日

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
日
進
電
気

二

代
表
者
の
氏
名

川
村

幸
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
谷
地
九
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
一
三
〇
一
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
通
信
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
グ
リ
ー
ン
キ
ー
パ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

斉
藤

寛
之

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
昭
和
町
二
四
の
二
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
六
〇
〇
一
二
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


